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(57)【要約】
【課題】一次送りブレーカの交換、増設が容易な分電盤
を提供する。
【解決手段】主幹ブレーカ１の一次側端子１１に接続さ
れる一次送り用端子台２より分岐し、積層した一次送り
用プラグイン母線バー５（５１、５２、５３）を主幹ブ
レーカ１の長手方向の側面に沿って配置して、該一次送
り用プラグイン母線バー５（５１、５２、５３）にプラ
グイン式の一次送りブレーカ４ｂを接続する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
主幹ブレーカの一次側端子に接続される一次送り用端子台より分岐し、積層した一次送り
用プラグイン母線バーを主幹ブレーカの長手方向の側面に沿って配置して、該一次送り用
プラグイン母線バーにプラグイン式の一次送りブレーカを接続したことを特徴とする分電
盤。
【請求項２】
主幹ブレーカの一次側端子に接続される一次送り用端子台の下部に一次送り用プラグイン
母線バーの垂直方向に引き出しする渡りバーを装着して、該渡りバーの先端を各極ごとに
異なる高さの階段状に構成される接続端部として、該接続端部に積層した一次送り用プラ
グイン母線バーを接続した請求項１に記載の分電盤。
【請求項３】
各々の渡りバーを各々垂直の方向から一次送り用端子台に装着した請求項２に記載の分電
盤。
【請求項４】
積層した一次送り用プラグイン母線バーの端部をＬ字状に屈曲した支持部材の内側コーナ
に形成したＬ字状に繋げた横溝部に嵌合支持させた請求項１に記載の分電盤。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一次送りブレーカを備えた分電盤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一次送りブレーカを備えた分電盤としては、一次送りブレーカが、主幹ブレーカと入線
用端子台との間の接続バーの接続箇所から電線で接続されていた。しかし、一次送りブレ
ーカを増設する場合には配線が手間であった。
【非特許文献１】日東工業株式会社発行カタログ　日東標準分電盤・制御盤カタログ’97
-’98ＢＡＮ　Ｐ３２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は前記のような従来の問題点を解決して、一次送りブレーカと一次送りブレーカ
の交換、増設が容易な分電盤を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の分電盤は、主幹ブレーカの一次側端子に接続される一次送り用端子台より分岐
し、積層した一次送り用プラグイン母線バーを主幹ブレーカの長手方向の側面に沿って配
置して、該一次送り用プラグイン母線バーにプラグイン式の一次送りブレーカを接続した
ことを特徴とするものを基本の発明とする。
【０００５】
　そして、この発明において、主幹ブレーカの一次側端子に接続される一次送り用端子台
の下部に一次送り用プラグイン母線バーの垂直方向に引き出しする渡りバーを装着して、
該渡りバーの先端を各極ごとに異なる高さの階段状に構成される接続端部として、該接続
端部に積層した一次送り用プラグイン母線バーを接続することが好ましいものである。
【０００６】
　また、各々の渡りバーを各々垂直の方向から一次送り用端子台に装着することが好まし
いものである。さらに、積層した一次送り用プラグイン母線バーの端部をＬ字状に屈曲し
た支持部材の内側コーナに形成したＬ字状に繋げた横溝部に嵌合支持させることが好まし
いものである。
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【発明の効果】
【０００７】
　前記した本発明の分電盤は、積層した一次送り用プラグイン母線バーを主幹ブレーカの
長手方向の側面に沿って配置したものであるから、該一次送り用プラグイン母線バーに複
数のプラグイン式の一次送りブレーカを接続すれば、一次送りブレーカは主幹ブレーカの
側方に配置されるものであるから、一次送り用プラグイン母線バーの長手方向の長さ分プ
ラグイン式の一次送り用ブレーカを増設することができるものであり、プラグイン式の一
次送り用ブレーカはワンタッチで取り付けできるので増設作業も容易なものである。
【０００８】
　また、主幹ブレーカの一次側端子に接続される一次送り用端子台の下部に一次送り用プ
ラグイン母線バーの垂直方向に引き出しする渡りバーを装着して、該渡りバーの先端を各
極ごとに異なる高さの階段状に構成される接続端部として、該接続端部に積層した一次送
り用プラグイン母線バーを接続するものとすると、一次送り用端子台を小型化することが
でき分電盤が小型化できるものである。そして、該渡りバーの先端を各極ごとに異なる高
さの階段状に構成される接続端部として、該接続端部に積層した一次送り用プラグイン母
線バーを接続するものとするとことにより部品点数も少なくなるものである。
【０００９】
　また、各々の渡りバーを各々垂直の方向から一次送り用端子台に装着するものとすると
、異極間絶縁距離を的確にとることができるので絶縁処理を最小限とすることができるも
のである。さらに、積層した一次送り用プラグイン母線バーの端部をＬ字状に屈曲した支
持部材の内側コーナに形成したＬ字状に繋げた横溝部に嵌合支持させるものとすると、一
次送り用プラグイン母線バーにプラグイン式の一次送り用ブレーカの端子部を差し込む時
に母線バーの幅方向の奥端が横溝部の底に当たるので該差し込み時に加わる力を的確に受
けることができるものであり、支持部材の変形による一次送り用ブレーカの端子部の差し
込み不良などの不都合はないものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明の好ましい実施の形態を図に基づき説明する。
〔第１の実施形態〕
　先ず、図１―図８に示す第１の実施形態について説明する。
　図１及び図２は本発明に係る分電盤の要部を表した正面図及び斜視図である。これらの
図において、１は３極（Ｌ１、Ｎ、Ｌ２）の主幹ブレーカであり、該主幹ブレーカ１の一
次側端子１１には電線引き込み端子台を兼ねる一次送り端子台２が接続されている。また
、該主幹ブレーカ１の二次側端子１２には渡りバー１２１を介して主幹バー３が接続され
ており、この主幹バー３の側部には二次側の電灯用、電力用の多数の分岐ブレーカ４ａが
並設されている。
【００１１】
　５は主幹ブレーカ１の長手方向の側面に沿って配置した上下に絶縁距離をおいて積層し
た３極の一次送り用プラグイン母線バーであり、該３極の一次送り用プラグイン母線バー
５（５１、５２、５３）は前記一次送り端子台２より分岐した３極の渡りバー６（６１、
６２、６３）を介して一次送り端子台２の３極の端子板２１、２２、２３に接続されてい
る。
【００１２】
　そして、この一次送り用プラグイン母線バー５には、複数のプラグイン式の一次送りブ
レーカ４ｂが接続されている。そうすると、この一次送りブレーカ４ｂは主幹ブレーカ１
の側方に配置されるものであるから、一次送り用プラグイン母線バー５の長手方向の長さ
分に応じた個数のプラグイン式の一次送り用ブレーカ４ｂを増設することができるもので
ある。また、一次送り用ブレーカ４ｂの端子部を一次送り用プラグイン母線バー５に差し
込んで接続するものであるから、その接続作業はワンタッチにて行うので交換、増設も容
易なものである。
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【００１３】
　なお、前記電線引き込み端子台を兼ねる一次送り端子台２は絶縁材よりなる端子台本体
２０の上面に前記した３極の端子板２１、２２、２３を設置して、３極の各端子板２１、
２２、２３の長手方向の先端を主幹ブレーカ１の一次側端子１１に接続する端子部２１ａ
、２２ａ、２３ａに形成して基端を外部から引き込んだ電源線７を接続する電原側端子部
２１ｂ、２２ｂ、２３ｂに形成している。このように電源線７を主幹ブレーカ１の一次側
端子１１に一次送り端子台２の一次側の端子部と共締めして接続していないので２つの圧
着端子でも接続できる。
【００１４】
　また、前記一次送り端子台２から分岐して一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、
５３に接続する渡りバー６１、６２、６３は、一次送り端子台２の下部に各々の渡りバー
６１、６２、６３が各々垂直の方向から一次送り用端子台に装着されている。図６で説明
すると、一次送り端子台２に対して、渡りバー６１は下側から装着し、渡りバー６２は裏
側から装着し、渡りバー６３は側面側から装着している。
【００１５】
　また、渡りバー６１、６２、６３はその基端に形成した接続部６１ａ、６２ａ、６３ａ
を各端子板２１、２２、２３の中央に長手方向の前後位置をずらして接続されている。こ
のように渡りバー６１、６２、６３が一次送り端子台２の下部に該一次送り用プラグイン
母線バー５１、５２、５３の垂直方向に引き出して装着されていることにより一次送り端
子台２を小型化することができ、分電盤も小型化できるものである。また、一次送り端子
台２に対して各々の渡りバー６１、６２、６３が各々垂直の方向から装着されていること
により異極間絶縁距離を的確にとることことができるものである。そして、各渡りバー６
１、６２、６３の先端は長さを同一として各極ごとに異なる高さの階段状の接続端部６１
ｂ、６２ｂ、６３ｂに構成して、積層した一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、５
３に接続するものとしている。
【００１６】
　なお、前記一次送り端子台２には、下部に装着した渡りバー６１、６２、６３の先端の
異なる高さの階段状の接続端部６１ａ、６２ａ、６３ａを支持する受け段部８１、８２、
８３を階段状に設けた階段状端子台部８が一体に設けられている。
【００１７】
　また、前記階段状端子台部８は、渡りバー６１、６２、６３、の先端の接続端部６１ａ
、６２ａ、６３ａに接続する一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、５３の長手方向
と同じ方向に直線状に前記受け段部８１、８２、８３を形成している。そして、受け段部
８１と８２及び受段部８２と８３との間に中段、下段に位置する一次送り用プラグイン母
線バー５２、５３を挿通する孔部９２、９３を設け、また、各受け段部８１、８２、８３
の上面の端子台２側の側面に孔部９９を設けたものとして、一次送り用プラグイン母線バ
ー５１、５２、５３と渡りバー６１、６２、６３の接続端部６１ｂ、６２ｂ、６３ｂのそ
れぞれ対応する極同士の接続ができるものとしている。
【００１８】
　また、積層した一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、５３は端部をＬ字状に屈曲
した支持部材９の内側コーナに形成したＬ字状に繋がった横溝部９ａに嵌合支持させてお
り、これにより、一次送り用プラグイン母線バー５にプラグイン式の一次送り用ブレーカ
４ｂの端子部を差し込む時に母線バー５の幅方向の奥端が横溝部９ａの底に当たるので該
差し込み時に加わる力を的確に受けることができるものであり、支持部材の変形による一
次送りブレーカ４ｂの端子部の差し込み不良などの不都合はないものである。なお、横溝
部９ａの上下壁面には母線バー５の一部が当接するリブ９ｂを設けて母線バー５の歪みを
吸収して嵌合支持できるものとしている。
【００１９】
〔第２の実施形態〕
　次に、図１０―図１２に示す第２の実施形態について説明する。
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　この実施形態は前記第１の実施形態とは一次送り端子台が相違するに過ぎないので、こ
の相違する一次送り端子台につき説明する。
　図１０において、１は３極の主幹ブレーカであり、該主幹ブレーカ１の一次側端子１１
には一次送り端子台２が接続されている。また、該主幹ブレーカ１の二次側端子１２には
図示を略した二次側の電灯用、電力用の多数の分岐ブレーカを接続した母線バーが接続さ
れていている。
【００２０】
　そして、主幹ブレーカ１の長手方向の側面に沿って配置した上下に絶縁距離をおいて積
層した３極の一次送り用プラグイン母線バー５に複数のプラグイン式の一次送りブレーカ
（図示せず）を接続している。そうすると。この一次送りブレーカは主幹ブレーカ１の側
方に配置されるものであるから、一次送り用プラグイン母線バー３の長手方向の長さ分に
設置できる個数のプラグイン式の一次送り用ブレーカを増設することができるものである
。
【００２１】
　前記一次送り端子台２は、絶縁材よりなる端子台ケース２０の上面に先方側に張出させ
て前記した主幹ブレーカ１の一次側端子１１に接続する端子部２１ａ、２２ａ、２３ａを
形成した３極の渡りバー６（６１、６２、６３）を該端子台ケース２０の内に絶縁を確保
して格納したうえ先端の長さを同一として各極ごとに異なる高さの階段状の接続端部６１
ａ、６２ａ、６３ａに構成して、積層した一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、５
３に接続するものとしている。
【００２２】
　そして、前記一次送り端子台２には、渡りバー６１、６２、６３の先端の異なる高さの
階段状の接続端部６１ｂ、６２ｂ、６３ｂを支持する受け段部８１、８２、８３を階段状
に設けた階段状端子台部８が一体に設けられている。そして、接続端部６１ｂ、６２ｂ、
６３ｂに接続する一次送り用プラグイン母線バー５１、５２、５３の先端に屈曲形成した
接続端部５１ａ、５２ａ、５３ａと接続するものとしている。
【００２３】
　なお、この実施形態においては、外部から引き込んだ電源線は主幹ブレーカ１の一次側
端子１１に一次送り端子台２と共に接続するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１の実施形態を示す正面図。
【図２】第１の実施形態を示す斜視図。
【図３】第１の実施形態の要部を示す正面図。
【図４】第１の実施形態の要部を示す斜視図。
【図５】第１の実施形態に使用する一次送り端子台を上方から示す斜視図。
【図６】第１の実施形態に使用する一次送り端子台を渡りバーを分離した状態で上方から
示す斜視図。
【図７】第１の実施形態に使用する一次送り端子台を下方から示す斜視図。
【図８】第１の実施形態に使用する一次送り端子台を渡りバーを分離した状態で下方から
示す斜視図。
【図９】第１の実施形態に使用する支持部材の一例を示す斜視図。
【図１０】第２の実施形態を示す斜視図。
【図１１】第２の実施形態に使用する一次送り端子台を示す斜視図。
【図１２】第２の実施形態に使用する一次送り端子台を背面側から示す斜視図。
【符号の説明】
【００２５】
１　主幹ブレーカ
11　一次側端子
２　一次送り用端子台
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4ｂ　一次送りブレーカ
５　一次送り用プラグイン母線バー
51　一次送り用プラグイン母線バー
52　一次送り用プラグイン母線バー
53　一次送り用プラグイン母線バー
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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